
20２２年 1１月２９日（火） 

消費者スマイル基金ニュース（第５１号）
 

 

●通常総会・助成報告会の報告 

2022 年 10 月 31 日（月）、プラザエフ 5F 会議室において、消費者スマイル基

金第 6 回通常総会を開催し、2021 年度事業報告・決算報告、役員選任（理事 7 名、

監事 2 名）、定款変更及び 2022 年度役員報酬支給総額の各議案が承認されました。 

2021 年度は、個人正会員 78 名、団体正会員 23 団体、賛助会員団体 54 団体、寄付金総額

1,037,521 円となりました。改めまして、ご支援をいただきました皆様に感謝申し上げます。 

総会後の第 2 回理事会にて、理事長に河野康子（日本消費者協会理事）、副理事長に石戸谷豊

（弁護士）がそれぞれ互選されました。2022 年度役員体制は以下の通りです。 

 

通常総会に続いて「助成事業報告会」を開催しました。冒頭、河野

新理事長から総会報告と新役員紹介、阿南前理事長より退任のあいさ

つが行われました。ご臨席いただいた新井ゆたか消費者庁長官からご

挨拶を頂戴し、消費者行政の現状報告、当基金の活動に対する激励を

いただきました。報告会では、2021 年度助成対象の 8 団体から、

裁判外の被害回復の事例、差止請求訴訟の事例、裁判外の不当行為是

正申入れ等について日頃の活動を WEB で報告いただき、特別企画として消費者庁消費者制度課伊

吹健人政策企画専門官より改正消費者団体訴訟制度で創設される「消費者裁団体訴訟制度支援法

人」について報告いただきました。 

ホームページの総会・報告会の内容および資料は下記の URL からご確認ください。 

https://www.smile-fund.jp/message/ 

 

 

 

氏名 所属等 

理事長（代表） 河野 康子 （一財）日本消費者協会理事 

副理事長 石戸谷 豊 弁護士 

理事 阿南 久 （一社）消費者市民社会をつくる会代表理事 

理事 伊見 真希 司法書士、日本司法書士会連合会副会長 

理事 坂倉 忠夫 （公社）消費者関連専門家会議専務理事 

理事 髙 巖 明治大学 経営学部 特任教授 

理事 古谷 由紀子 一般財団法人 CSO ネットワーク 代表理事 

監事 井上 喜之 公認会計士 

監事 堀川 直資 弁護士 



●2022 年度の会費納入をお願いします 

 新年度にあたり、正会員・賛助会員の皆様には、会費の納入をお願いします。11 月中旬、会費

請求書をお送りしましたので、内容をご確認の上、会費の振り込みをお願いいたします。なお、す

でにお振り込みいただいている場合は、ご放念ください。 

●グッドガバナンス認証を更新しました！ 
グッドガバナンス認証とは、非営利組織の中でも外からは見えにくい組織内部の状況を第三者機関に開示

して、信頼性・透明性の向上に努めている団体に与えられる認証です。スマイル基金は、すでにグッドガバ

ナンス認証団体の認証を受けていましたが、有効期間が 2022 年 6 月 30 日までとなっていたため理事会

にて更新手続きを行うことを確認の上、8 月 19 日、（公財）非営利組織評価センター（JCNE）によるヒ

アリング評価を受け、11 月 1 日、審査委員会にて認証更新の決定がなされました。 

↓グッドガバナンス認証取得に関するリリースに掲載されました

https://jcne.or.jp/2022/11/22/gg-prr-11/#gg6 

●消費者スマイル基金は認定 NPO 法人です！ 

 当基金への寄付金が税制控除の対象になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【連絡先】認定ＮＰＯ法人 消費者スマイル基金 事務局 

TEL 03-5216-7767     FAX 03-5216-6036 

    

寄付受付中！ 会員の方は入金の際、上記メールアドレスへご一報お願いします。

寄付口座もこちら   大変恐縮ですが、振込手数料はご負担をお願いします。 

三菱 UFJ 銀行 麹町支店(616) 普通 0311226 口座名 特定非営利活動法人 消費者スマイル基金 

ゆうちょ銀行 019（ｾﾞﾛｲﾁｷｭｳ）店 当座 0587920 口座名 特定非営利活動法人 消費者スマイル基金 

 

＊認定 NPO 法人とは＊ 

・公益性が高く、運営組織や事業活動を適切に行い且つ一定の認定基準に適合して

いると行政に認められた団体です。 

・毎事業年度 1 回事業報告書等を所轄庁に提出し、情報公開が義務付けられています 

・寄付者に対して税制上の優遇措置がとられます。 

    ・個人の場合 

① 所得控除 又は 税額控除 （お好きなほうをお選びいただけます） 

② 住民税控除  

といった 2 つの控除が受けられます。 

・相続又は遺贈により財産を取得した場合 

寄附した財産の価格は相続税の課税対象から除かれます。 

・法人の場合 

一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けられて 

おり、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。 
 

＊確定申告の際に必要な領収書は来年 1 月下旬ごろにお送りいたします。  

 


